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天平の丘公園古民家カフェ
　夜明け前・10 picnic tables 天平の丘公園は桜の名所として多くの人が訪れます。

年間を通した賑わいを創出するため、旧民俗資料館と
して公園に移築された江戸時代末期の農家と隣接する旧
展示室に「食と憩い」の機能を加えた古民家カフェ計画
を立てました。

古民家カフェへとコンバージョンするに当たり、土間、
板の間、畳の間から成る農家の空間は活かし、縁側の障
子は全面ガラス戸にすることで、桜の咲く公園に向けて
開放的な空間としています。旧展示室は厨房施設を増築
することで飲食販売の機能を満足させ、公園を媒介とし
てお互いが対峙するレイアウトになっています。

本施設群が公園再整備の起点として、まちづくり、周
辺地域の活性化に貢献するものと期待しています。

株式会社 大森一級建築士事務所　　宮嶋直哉
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LCC（ライフサイクルコスト）の考え方
全国の自治体は総合管理計画の立案に当たり、建築保

全センターやふるさと財団、BELCA 等の各団体から発
表されている LCC の資料を参考にして、建物の中長期
保全計画を作成した事と思います。実際に発表された総
合管理計画の中で、この先の建物維持に掛かる費用があ
まりに高額な数値となっている事に多くの人が驚いた事
でしょう。

実際に現在まで使われてきた様々な建物について、こ
れまでに修繕に掛けて来た費用は平米当たり数百円の規
模が各自治体の実態の様です。多少の傷みでも我慢して
使い続けて最低限の修繕に留め、更新時期を待って建て
替えるというのがこれまでの考え方でした。

今回の総合管理計画を作成したことにより、新築時の
建設投資とその後の修繕費の総額を比較すると、今回の
総合管理計画で見込まれる修繕費の金額の合計の方が、
はるかに高い事に気が付くと思います。つまり人口が減
少し、税収入も減る事が見込まれる中で、建物を安く長
く使い続ける為に、適正な保全費用を掛けて建物の寿命
を伸ばして使い続けるのが本来の目的であったはずです
が、これまでの管理手法のまま多少の痛みも我慢して使
い続け、耐用年数が来たら建て替える方が安い事になっ
てしまいます。これでは何の為に総合管理計画を作成し、
次に個別施設計画が必要なのか分からなくなってしまい
ますが、各団体が発表している LCC の指標が間違えて
いるわけではありません。

本来の機能を適正に維持する為の費用として、建物や
各種設備の専門家が算出した金額ですので、極端に言え
ば新築時の機能・性能を維持したまま次の更新時期まで
持たせる為に必要な費用と考えれば理解できます。車で
例えると、部品が減っていようがいまいが、メーカーが
推奨する定期交換部品を車検時に全て取り替えるメンテ
ナンス手法とするか、車検とは無関係に各部品が使えな
くなるまで使ってから交換するメンテナンス手法とする
か、所有者の管理に対する考え方次第ですので、どちら
の手法も正解ですが、当然後者の方が維持費は安くなり
ます。

中長期計画から単年度予算の立案へ
それではこの LCC を利用して作成された中長期管理

計画に基づいて、実際の次年度予算計画はどのようにし
て作成される事になるのでしょうか。例えば市内に学校

が何校もあり、事務庁舎も大量に抱えている自治体であ
れば、本当に理想とする保全状態を保つ必要があるかは
別としても、LCC 表から求められたその年の理想とする
修繕費計画額はそんなにぶれる事は無いと思います。

問題は学校が 2 校、事務庁舎も 3 棟しか無い小規模自
治体を想定した場合です。仮に新築から経過年数が同じ
20 年の建物でも、ディテールや材料の選択を含めた設
計精度、更に施工管理の問題により、そこに掛かる修繕
費の差が倍半分では納まらない程の差となる事がある事
は周知の事実です。

LCC 表にある平均値がそのまま適用できると考えるの
は、その平均値を求める為に母数とした平均的な自治体
規模までであり、当然それより小さな自治体では、作成
した中長期の表からそのまま来年度の予算要求の資料が
作れる事などあり得ません。つまり次年度予算計画の作
成に当たっては、実際の建物の傷み具合を個別に評価し
て積み上げる以外に方法はありません。

実際に民間企業ではどのように対処しているでしょう。
FM 手法を採用している民間企業であれば当たり前の手
法ですが、毎年建物を点検し、各部位や設備の劣化の進
行状況を把握し、その劣化度の進行状況に応じて、来年
度の修繕が必須と思われる物を「A」、緊急ではないがこ
の 2 ～ 3 年には修繕が必要となるであろうと思われる物
を「B」、修繕が必要な時期が数年以内に近付いており、
その劣化度の経過を観察する必要があるものを「C」と
して分類するなどの手法で、その修繕費を事前に把握し、
後はその年の会社の収支状況に応じて、経営状態が良い
時は「A」+「B の一部を前倒し」とし、経営状態が悪け
れば「A を更に精査し、特に緊急度の高いものだけ」を
実施する等について、例えば外部足場を共用できる工事
をまとめたり、修繕対象のフロアー単位や室単位で工事
をまとめたりなど、建築工事に関する専門的な知識を基
に、施設の運営をマネジメントするのがファシリティマ
ネジャーの役割としています。

ここでもう一つ重要な事は、修繕費のコントロールは
このような手法でマネジメントされていますので、最悪
の場合は全ての修繕を中止する事も有り得ます。つまり
建設投資（更新）は投資回収が見込まれるのであれば借
金をしてでも行いますが、修繕工事については借金をし
てまで行う事は通常有り得ないという事です。

コ  ラ  ム

中長期保全計画から個別施設計画そして単年度計画へ
広報・渉外委員会　副委員長　大髙　宣光
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地方自治体においてこの建設投資に当たる更新は投資
回収が見込まれる場合ではなく、補助金の適用などの資
金計画が整った場合という事になるのでしょう。単純に
中長期計画にある建て替え時期が来たので来年建て替え
ましょう、などとは民間においても自治体においてもあ
り得ません。

これまで地方自治体の発注者能力向上を目指して品確
法の改正や、CM 手法の採用など様々な施策が講じられ
てきましたが、これらは全て個別案件の工事発注に対し
ての手法ですので、修繕費や建設投資についての年度予
算策定に関わる自治体の発注者能力向上に関する具体的
な対応策については、これまで何処からも示されてきま
せんでした。このため建築技術職が居ない小規模な自治
体において、この単年度予算の策定に関わる修繕の優先
順位と概算費用の算出は議会対策も含め、頼る人もいな
い大変難しい作業です。

新たな取り組み
今回この問題に関して新たな手法の検討を進めている

のが秋田県の藤里町です。先程の車の例の様に事前に用
意されたマニュアル通りに定期交換するのであれば、自
らその取り換え時期を見極める能力が無くても維持は可
能ですが、多少の修繕に関する知識があり、身近にアド
バイスを貰える専門家がいたとしましょう。その条件が
整っていて少しでも安く長く安全に使い続けたいと思え
ば、自ら点検し、専門知識のあるアドバイザーに意見を
求め、民間の手法と同様の FM 手法により、ABC 分類を
行い、単年度計画をまとめる手法で建物の維持管理を進
める手法に町全体の施設管理を変えようとしています。

この手法には小規模自治体特有の大きな意味がありま
す。つまり、役場の職員も各集落の住民であり、皆が顔
見知りの中で仕事をしていますので、単に全国平均を基
に作成した資料に基づいて、何年までに施設を統廃合す
るとの説明では、各集落個別の事情が反映されませんし、
役場の独断だとの反対が起きる事もありますが、何時ま
でその施設を使い続けるか、統廃合するのか、その為に
どこまでお金を掛けるのか、この判断の基となる資料を
職員自らの理解と行動により点検し、まとめた資料を示
すことが、職員も地元の住民であり、結局は住民の理解
を得る一番の近道だと考えたのです。

この為に藤里町では、管理する建物を持たない組織も
含めた役場の全ての係長を集めて、各課で自ら点検した
各建物の修繕方針を皆で検討して情報を共有し、予算配
分の案までを決める係長会議の場を用意しました。参加

者は次の世代を担う係長だけとしたところにも、自ら考
え、そこに町の将来を託すと言う強い思いが現れている
のだと思います。

当然この手法を進めるためには、FM の専門家による
アドバイスを受ける体制も整え、夫々の建物毎に用意さ
れた個別の点検マニュアルを基に、この専門家と共に各
建物を実際に回り、現地で点検調査の手法を学びました。

全国で個別施設計画の策定が始まる中で、平均値に基
づいた建物の修繕費や、住民一人当たりに換算した建物
の管理面積について、これを全国平均に近づけるための
計画を立て、資料作りが行われている様に見えますが、
各地域には今の実情と、そこに至るまでの歴史と事情が
あり、この先のその集落の在り方についても、夫々違っ
た見込みや思いが有るはずです。

そもそも修繕費が掛かっていない建物を減らす必要も
ありませんし、無い袖は振れない財政状況の中で、町全
体の施設の修繕について、その優先順位と費用について、
土地建物の管理に直接かかわらない部門も入れた役場全
体の合意の中で進めていく手法は他には無い事例だと思
います。

発注者能力の向上のために
この検討の中で見えてきたことの一つに、「FM の専門

家から見て良く出来た建物は、その後の維持管理費にお
金がかからない。」との事実でした。築後 20 年から 30
年程度でも、高額な修繕費が掛かり続ける建物の多くは、
鉄骨造か鉄筋コンクリート造で、その材料選定やディー
テールに問題があり、この原因が発注者能力の問題に直
結していた事です。

木造の場合は長い年月の中で習練された技術がありま
すが、陸屋根や外部建具の納まりなどでは、適切な設計
に基づく材料の選択とディテールと良い施工管理があれ
ば、こうはならなかったと思われるトラブル事例が大変
多かったのです。小規模な自治体には、ここに気付き、
これを管理指導出来る建築技術系の職員はそもそも居ま
せんので、この様なトラブルを未然に防ぐ手法はありま
せんでした。

今回の藤里町の取組により、完成後の建物の何処にど
のようなトラブルが発生するのか、これを全て情報共有
した事から、発注者能力の向上に大きく寄与した事は間
違いありません。しかもそこに FM の専門家によるアド
バイスがもらえる仕組みを組み合わせる事で、これから
の小規模自治体に必要な発注者能力の向上とその後の管
理手法として、大変参考になる取り組みだと思います。
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